
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
四
月
七
日
提
出

質
問
第
二
一
三
号

在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
員
の
在
勤
基
本
手
当
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
員
の
在
勤
基
本
手
当
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

標
記
案
件
に
つ
い
て
は
、
既
に
平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
か
ら
同
年
四
月
四
日
に
答
弁

書
を
受
領
し
た
（
以
下
、
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
。
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
追
加
質
問
す
る
。

一

政
府
は
国
民
か
ら
徴
収
し
た
税
金
の
使
途
に
つ
い
て
、
国
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
負
う
か
。

二

外
務
省
は
、
外
務
省
在
外
職
員
の
在
勤
基
本
手
当
、
配
偶
者
手
当
、
住
居
手
当
は
国
民
の
税
金
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る
と

認
識
し
て
い
る
か
。

三

外
務
省
は
、
外
務
省
職
員
の
個
人
情
報
を
口
実
に
国
民
の
知
る
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る

か
。

四

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
外
務
省
は
「
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
額
並
び
に
住
居
手

当
に
係
る
控
除
額
及
び
限
度
額
を
定
め
る
政
令
」
の
別
表
第
一
に
定
め
る
在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
員
の
在
勤
基
本
手

当
の
号
別
の
適
用
者
数
に
関
す
る
答
弁
を
「
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
が
受
給
し

て
い
る
御
指
摘
の
手
当
の
額
が
明
ら
か
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
の
理
由
で
拒
否
し
た
が
、
こ
こ
で
言
う
「
他
の
情
報
」

と
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
。

一



五

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
付
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
七
五
号
）
に
お
い
て
、
政
府
は
「
在
外
公
館
に
勤
務
す

る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
額
並
び
に
住
居
手
当
に
係
る
控
除
額
及
び
限
度
額
を
定
め
る
政
令
」
の
別
表
第
二
に
定

め
る
在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
員
の
住
居
手
当
の
号
別
の
適
用
者
数
に
関
し
て
は
事
実
関
係
に
つ
い
て
情
報
を
開
示
し

て
い
る
が
、
こ
の
情
報
に
つ
い
て
も
在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
員
の
住
所
、
住
居
賃
貸
に
関
す
る
広
告
な
ど
の
「
他
の

情
報
」
と
照
合
す
れ
ば
、
個
人
が
受
給
し
て
い
る
手
当
の
額
が
明
ら
か
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
四
の
答
弁

拒
否
と
の
論
理
的
整
合
性
が
崩
れ
て
い
る
こ
と
に
関
す
る
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

六

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
付
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
六
六
号
）
に
お
い
て
、
政
府
は
「
お
尋
ね
の
「
個
人
情

報
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
答
弁
を
差
し
控
え
る
理
由
と
し
て
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
被
処
分
者
の
氏
名
を
特
定
す
る
こ
と
が
可
能

な
情
報
で
あ
る
こ
と
又
は
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
答
弁
を
差
し
控
え
た
例
と
し
て
、
衆
議
院
議
員
鈴
木

宗
男
君
提
出
在
上
海
総
領
事
館
員
自
殺
事
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
内
閣
衆
質
一

六
四
第
三
号
）
六
に
つ
い
て
、
衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
上
海
総
領
事
館
員
自
殺
事
件
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る

答
弁
書
（
平
成
十
八
年
二
月
十
四
日
内
閣
衆
質
一
六
四
第
四
八
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
、
衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出

二



外
務
省
在
外
職
員
の
飲
酒
対
人
交
通
事
故
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日
内
閣
衆
質
一

六
四
第
七
四
号
）
二
に
つ
い
て
、
五
に
つ
い
て
及
び
七
に
つ
い
て
か
ら
十
に
つ
い
て
ま
で
並
び
に
衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君

提
出
外
務
省
顧
問
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
四
〇

号
）
一
に
つ
い
て
の
計
四
件
が
あ
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
九
日
以
降
、
外
務
省
が
個
人
情
報

を
理
由
に
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
を
拒
否
し
た
事
例
の
総
計
と
、
具
体
的
に
ど
の
質
問
の
ど
の
項
目
に
つ
い
て
拒
否
し

た
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


